
分 析 結

令和2年 10月 20日

株 式 会 社  三 産 協  御 中

北海設計株式会社  北見支店
〒090-0802 北海道北見市田端町74番6

1覧 (0157)57-1061    _^_
業務担当者 笠松 下111it.  :

令和2年 9月 9日 採取の試料について、分析結果を次のとお り報告 します。

業務名 産業廃棄物最終処分場水質検査

試料名 地下水上流側 (安定型最終処分場 網環生第 1597号 )

備 考

童
自

生百
口
一Ⅸ

土
￥

分 析 項 目 単 位 分 析 結 果 定量下限値 基準値
※1

分 析 方 法

ア ル キ ル 水 銀 mg/L 0.0005未満 0.0005 tAH 3l'ulrv': & 
x2 昭和46年環告59号付表3

総 水 銀 mg/L 0.00005未 満 0.00005 0.0005以 下 昭和46年環告59号付表2

カ  ド  ミ  ウ  ム 皿g/L 0.0003未満 0.0003 0.003以下 JIS K0102 55.2

鉛 mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0102 54.2

六  価  ク  ロ  ム mg/L 0.005 未満 0.005 0.05 以下 JIS K0102 65.2.3

砒 素 mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0102 61.2

全 シ ア ン Ⅱξ/L 0.1  未満 0.1 tiHtiu/rr,':lx2 JIS K0102 38.1.2,38.2

ポ リ塩 化 ビ フ ェ ニ ル mg/L 0.0003未満 0.0003 lQHt*i,/rr.: lN2 昭和46年環告59号付表4

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0125 5.2

テ トラ ク ロ ロエ チ レン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0125 5.2

ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.02 以 下 JIS K0125 5.2

四 塩 化 炭 素 mg/L 0.0001未満 0.0001 0.002以下 JIS K0125 5.2

1,2-ジ ク ロ ロ エ タ ン コg/L 0.0001未満 0.0001 0.004以下 JIS K0125 5.2

1,1-r)uutfv)z ]E/L 0.001 未満 0.001 0.02 以下 JIS K0125 5.2

1,2-ジ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.04 以下 JIS K0125 5.2

1,1,1-ト リクロロエタン コg/L 0.001 未満 0.001 1  以下 JIS K0125 5.2

1,1,2-ト リクロロエタン mg/L 0.0001未満 0.0001 0.006以下 JIS K0125 5.2

1,3-ジ ク ロ ロ プ ロペ ン mg/L 0.0001未満 0.0001 0.002以下 JIS K0125 5.2

チ   ウ  ラ  ム mg/L 0.0005未満 0.0005 0.006以下 昭和46年環告59号付表 5

レ
/ マ   ジ   ン ntc/L 0.0003未満 0.0003 0.003以下 昭和46年環告59号付表6,第 1

チ オ ベ ン カ ル ブ 口g/L 0.0003未満 0.0003 0.02 以下 昭和46年環告59号付表6,第 1

ノヽミ ン  ゼ   ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0125 5.2

セ レ ン Ⅱg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0102 67.2

1,4-ジ オ キ サ ン mg/L 0.005 未満 0.005 0.05 以下 昭和46年環告59号付表8

クロロエチ レン (塩化 ビニルモノマー) mg/L 0.0002未満 0.0002 0.002 以
~下

平成9年環告第10号付表第2

ふ つ 素 mg/L 0.05 1  以下 JIS K0102 34.1

ほ フ 素 mg/L 0.1  未満 0.1 1  以下 JIS K0102 47.1

水 温 ℃ 10.3 JIS K0102 7.2

気 温 ℃ 30.7 JIS K0102 7.1

採 水 時 刻 9:05

※ 1「基準値」…・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係 る技術上の基準を定める命令

(昭和52年総・厚令 1)別表

※2「検出されないこと」

アルキル水銀 0.0005mg/L,全 シアン 0.l mg/L, PCB O.0003mg/L

環境大臣が定める方法により検定した場合においてその結果が当該検定方法の

定量限界を下回ることをい う。
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業務担 当者 :笠松 ‐ ĺ:

令和2年9月 9日 採取の試料について、分析結果を次のとおり報告 します。

業務名 産業廃棄物最終処分場水質検査

試料名 地下水下流側 (安定型最終処分場 網環生第 1597号 )

備 考

分 析 項 目 単 位 分 析 結 果 定量下限値 基準値
※1

分 析 方 法

ア ル キ ル 水 銀 ne/L 0.0005未満 0.0005 &H 5ir./rr,': I x'? 昭和46年環告59号付表3

総 水 銀 mg/L 0.00005未 満 0.00005 0.0005以 下 昭和46年環告59号付表2

カ  ド  ミ  ウ  ム mg/L 0.0003未満 0.0003 0.003以下 JIS K0102 55.2

鉛 mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0102 54.2

六  価  ク  ロ  ム mg/L 0.005 未満 0.005 0.05 以下 JIS K0102 65.2.3

砒 素 mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS I(0102 61.2

全   シ   ア ン ne/L 0.1  未満 0.1 &;ti5ir-r;v': &x2 JIS K0102 38.1.2,38.2

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル [g/L 0.0003未満 0.0003 &H {1,-/rr': L x2 昭和46年環告59号付表4

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0125 5.2

テ トラ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0125 5.2

ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.02 以下 JIS K0125 5.2

四 塩 化 炭 素 Ing/L 0.0001未満 0.0001 0.002以下 JIS K0125 5.2

1,2-ジ ク ロ ロ エ タ ン mg/L 0.0001未満 0.0001 0.004以下 JIS K0125 5.2

1, 1-rrva-fvY 1lg/L 0.001 未満 0.001 0.02 以 下 JIS K0125 5.2

1,2-r2BazVv:/ mg/L 0.001 未満 0.001 0.04 以
~F

JIS K0125 5.2

1,1,1-ト リクロロエタン 田g/L 0.001 未満 0.001 1  以下 JIS K0125 5.2

1,1,2-ト リクロロエ タン mg/L 0.0001未満 0.0001 0.006以下 JIS K0125 5.2

1,3-ジ ク ロ ロ プ ロペ ン mg/L 0.0001未満 0.0001 0.002以下 JIS K0125 5.2

チ ウ ラ ム mg/L 0.0005未満 0.0005 0.006 以 下 昭和46年環告59号付表 5

シ
‐
マ′ ジ    ン Ig/L 0.0003未満 0.0003 0.003以下 昭和46年環告59号付表6,第 1

チ オ ベ ン カ ル ブ mg/L 0.0003未満 0.0003 0.02 以 下 昭和46年環告59号付表6,第 1

ィヽミ ン   ゼ   ン Ing/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0125 5.2

セ レ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0102 67.2

1,4-ジ オ キ サ ン mg/L 0.005 未満 0.005 0.05 以下 昭和46年環告59号付表8

クロロエチ レン (塩化ビニルモノマー) mg/L 0.0002未満 0.0002 0.002 以
~下

平成9年環告第10号付表第2

え, 素 mg/L 0.05 未満 0.05 1  以下 JIS K0102 34.1

|ま つ 素 mg/L 0.1  未満 0.1 1  以下 JIS K0102 47.1

水 温 ℃ 9.6 JIS K0102 7.2

気 温 ℃ 31.8 JIS K0102 7.1

採 水 時 刻 9:35

※1「基準値」…・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定めるノヽ ノ、´
口
「

1■

(昭和52年総 。厚令 1)別表

※2「検出されないこと」…・ 環境大臣が定める方法により検定した場合においてその結果が当該検定方法の

定量限界を下回ることをい う。

アルキル水銀 0.0005mg/L,全 シアン 0.lmg/L, PCB O.0003mg/L

全型壁生」L里二塁豊
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北海設計株式会社 北見支店
〒090-0802 北海道北見市 田端町 74番6

■L(0157)57-1061

業務担当者 :笠松

令和2年 9月 9日 採取の試料について、分析結果を次のとお り報告 します。

業務名 産業廃棄物最終処分場水質検査

試料名 地下水下流側 2(安定型最終処分場 網環生第 1597号 )

備 考

分 析 項 目 単 位 分 析 結 果 定量下限値 基準値
※1

分 析 方 法

ア ル キ ル 水 銀 mg/L 0.0005未満 0.0005 検出されないこと
※2 昭和46年環告59号付表3

総 水 銀 mg/L 0.00005未 満 0.00005 0.0005以 下 昭和46年環告59号付表 2

カ  ド  ミ  ウ  ム mg/L 0.0003未満 0.0003 0.003以下 JIS K0102 55.2

鉛 mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS I(0102 54.2

六  価  ク  ロ  ム mg/L 0.005 未満 0.005 0.05 以下 JIS K0102 65.2.3

砒 素 mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0102 61.2

AvTv 皿g/L 0.1  未満 0.1 ItHtir.lrv': tx2 JIS K0102 38.1.2,38.2

ポ リ 塩 化 ビ フ ェ ニ ル 皿g/L 0.0003未満 0.0003 検出 され ないこと
※2

昭和46年環告59号付表4

ト リ ク ロ ロ エ チ レ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0125 5.2

テ トラ ク ロ ロエ チ レン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0125 5.2

ジ ク ロ ロ メ タ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.02 以下 JIS K0125 5.2

四 塩 化 炭 素 mg/L 0.0001未満 0.0001 0.002以下 JIS K0125 5.2

1,2-ジ ク ロ ロ エ タ ン ■lg/L 0.0001未満 0.0001 0.004 以 下 JIS K0125 5.2

1,1-r)Btatfv)z 皿g/L 0.001 未満 0.001 0.02 以下 JIS K0125 5.2

1,2-irvB-/V2 mg/L 0.001 未満 0.001 0.04 以下 JIS K0125 5.2

1,1,1-ト リクロロエタン mg/L 0.001 未満 0.001 1  以下 JIS K0125 5.2

1,1,2-ト リクロロエタン mg/L 0.0001未満 0.0001 0.006以下 JIS K0125 5.2

1,3-ジ ク ロ ロ プ ロペ ン mg/L 0.0001未満 0.0001 0.002以下 JIS K0125 5.2

チ   ウ   ラ   ム mg/L 0.0005未満 0.0005 0.006 以 下 昭和46年環告59号付表5

シ マ   ジ   ン ne/L 0.0003未満 0.0003 0.003以下 昭和46年環告59号付表6,第 1

チ オ ベ ン カ ル ブ mg/L 0.0003未満 0.0003 0.02 以 下 昭和46年環告59号付表6,第 1

′ミ ン  ゼ   ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0125 5.2

セ レ ン mg/L 0.001 未満 0.001 0.01 以下 JIS K0102 67.2

1,4-ジ オ キ サ ン 皿g/L 0.005 未満 0.005 0_05 以下 昭和46年環告59号付表8

クロロエチ レン (塩化ビニルフマー) mg/L 0.0002未満 0.0002 0.002以下 平成9年環告第10号付表第2

ふ ´
二) 素 mg/L 0.05 未満 0.05 1  以下 JIS K0102 34.1

ほ つ 素 mg/L 0.1  未満 0.1 1  以下 JIS K0102 47.1

水 温 ℃ 9。 7 JIS K0102 7.2

気 温 ℃ 29.3 JIS K0102 7.1

採 水 時 刻 9:45

※1「基準値」…・一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令

(昭和52年総 。厚令 1)別表

※2「検出されないこと」

アルキル水銀 0.0005mg/L,全 シアン 0.lmg/L, PCB O.0003mg/L

環境大臣が定める方法により検定した場合においてその結果が当該検定方法の

定量限界を下回ることをい う。


